
量の見込み
確保の方策

（実施か所数）

① 利用者支援事業

　　【基本型】
子ども及びその保護者等の身近な場所におい
て、地域の子育て支援事業等を円滑に利用で
きるように情報の提供や相談支援などを行う。

　　【特定型】
待機児童の解消を図るため、主に保育に関す
る施設や事業を円滑に利用できるように支援
を行う。

　　【母子保健型】
妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健
や育児に関する様々な相談に応じ、保健師等
が専門的な見地から継続的な支援を行う。

１か所 １か所
子育て世代包括支援センター事業にお
いて、こそだてサポート会議を12回開催

こそだてサポート会議を開催し、必要な
支援の調整や関係機関との連携をする
ことで、妊産婦及び乳幼児に対して切
れ目のない支援を提供。

健康推進課

② 地域子育て支援拠点事業
公共施設や保育所、公民館等の地域の身近
な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交
流や育児相談、情報提供等を実施する。

2,904人月 ２か所

子育て支援センターの平成30年度の年間延べ利用
者数は更埴24,254人、上山田12,696人。継続して２か
所で実施し、量の確保に努め、子育て親子の交流の
利用促進を図る。

【センター利用状況】
・開館日数　更埴：269日、上山田：269
日
・利用人数　更埴：8,052人、上山田：
4,371人
・相談件数　更埴：42件、上山田：92件
※コロナ感染拡大防止のため、R4.1月
中旬から5月中旬まで来館利用中止

身近な子育て支援拠点として、センター
の運営、相談事業等を継続するととも
に、地域の子育てサークルの支援を図
る。

こども未来課

③ 妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦
が定期的に行う健診費用を助成する。健康状
態の把握、検査計測、保健指導を実施すると
ともに、妊娠期中の適時に必要に応じた医学
的検査を実施する。

356人
8,188回

 【実施体制】
　　実施時期：通年

母子手帳交付時に妊婦健康診査受診票を交付。
今後も基本健診14回、追加検査５回、超音波検査４
回の公費助成を継続。

妊婦一般健康診査交付数：8,146枚
利用数（県内）：7,324枚
利用数（県外）：45枚

母子健康手帳交付時に妊婦一般健康
診査票を交付
基本健診14回、追加検査５回、超音波
検査４回の公費助成を継続

健康推進課

④ 乳児家庭全戸訪問事業

子育てについての情報提供や養育環境の把
握、相談・助言等の援助を行う等の目的で、生
後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪
問する。

356人
 【実施体制】
　　訪問実施者：保健師

今後も継続して、各家庭の状況に応じた指導、支援
に努める。

家庭訪問実人員：365人
４か月未までの乳児がいる全ての家庭
を訪問し、各家庭の状況に応じた指導・
支援を行う。

健康推進課

訪問延人員：89人
保護者の養育を支援することが必要な
家庭に対して、相談・支援・助言等を行
う。

健康推進課

・家庭相談員による家庭訪問：延131件
・産前産後ヘルパー新規登録者数：10
人
・産前産後ヘルパー派遣日数：54日

養育支援を必要とする家庭を、早期に
把握し、早期対応に努める。

こども未来課

⑥ 子育て短期支援事業

保護者が疾病・疲労など身体上・精神上・環境
上の理由により児童の養育が困難となった場
合等に、児童養護施設などにおいて宿泊を伴
う養育・保護を行う。

160人日 ２か所
児童養護施設「恵愛」、「善光寺大本願乳児院」にて
現状の体制を維持しながら継続していく。

・延べ日数：37日
・実施か所数：２か所

引き続き事業を継続し、児童の養育が
困難になった保護者の支援に努める。

こども未来課

⑦
ファミリー・サポート・センター事
業 （ 子 育 て 援 助 活 動 支 援 事
業）：就学児対象

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育
てのお手伝いをしたい人（提供会員）、両方を
兼ねる人（両方会員）が登録し、子育ての相互
援助活動を行う。

低学年：188人日
高学年：226人日

414人日

平成30年度の会員登録状況は、依頼会員272人、提
供会員112人、両方会員23人。
現行の会員登録状況で対応できるよう改善し、提供
数の確保に努め、より利用しやすい体制づくりに努め
る。

・援助活動件数：243件（送迎：108件、
託児：135件）
・登録会員数：350人（依頼：231人、提
供：119人、両方：21人）

引き続き事業を継続し、提供会員の増
員及び援助活動の充実に取り組む。

こども未来課

⑤ 養育支援訪問事業

母子保健事業等の実施により把握した保護者
の養育を支援することが必要な家庭に対し
て、その居宅を訪問し、養育が適切に行われ
るように相談、指導、助言等を行う。

260人
 【実施体制】
　保健師、家庭相談員

保健師、家庭相談員等の居宅訪問による養育に関
する相談、指導、助言並びにヘルパー派遣による家
事及び育児援助を行うことにより適切な養育が行わ
れるよう努める。

事業名
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子育て世代包括支援センターの「利用
者支援（基本型）」として、身近な場所に
おける当事者目線の寄り添い型による
相談助言等を行う。

令和元年９月から、保健センターに母子保健コーディ
ネーター（保健師）、更埴子育て支援センターと上山
田子育て支援センターに子育てコーディネーター（利
用者支援専門員）を配置し、母子保健型と基本型と
の連携による「子育て世代包括支援センター」を開
設。妊娠期から子育て期にわたるまでの相談に応
じ、関係機関と連携をしながら切れ目のない相談支
援を行う。
今後の就園状況を注視しながら、特定型については
必要性を検討。

令和４年度 実績 令和５年度 計画 事業主管課

こども未来課
保育課

子ども又はその保護者等の身近な場所
において、地域の子育て支援事業等を
円滑に利用できるよう情報の提供や相
談支援を実施。
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⑧ 一時預かり事業

【幼稚園、認定こども園（１号認
定）での預かり保育】

１号認定：　  440人日
２号認定：14,275人日

２か所
14,715人日

保護者の用事が生じたときの不定期及び就労等によ
る定期的な利用に対応する必要がある。幼稚園にお
いても2号認定による定期利用が多く、一時預かり事
業の重要性が高まることから、環境整備に努める。

･幼稚園、認定こども園で預かり保育を
実施
・さゆり幼稚園：延べ7,158人
・稲荷山くるみこども園（１号認定）：延
べ822人

引き続き実施する。 保育課

・公立・市立保育園、認定こども園にお
いて、預かり保育を実施
・公立保育園：利用者数62人、延利用
日数273日
・私立保育園：利用者数４人、延利用日
数９日
・認定こども園：利用者数２人、延利用
日数15日

引き続き実施する。 保育課

・ファミサポ援助活動件数：243件
・トワイライト（１か所）：登録者５名、16
日利用

引き続き事業を継続するとともに、相談
等の支援を通じて事業の周知を図る。

こども未来課

⑨ 延長保育事業
保育所利用者を対象に、通常の保育時間前
後に保育を希望する場合に提供する。

1,319人／年
16か所

1,319人／年

子どもの数の減少傾向に伴い量の見込みは減少し
ていくが、ニーズ調査でも利用要望の割合は高いこと
から、引き続きニーズへの対応を図っていく。

・公立・私立保育園、認定こども園にお
いて、延長保育を実施
・実施園数：16園
利用人数：延べ108,945人

引き続き実施する。 保育課

⑩ 病児保育事業

病児保育事業は、病気にかかっている子ども
や回復しつつある子どもを医療機関や保育所
の付設の専用スペースなどで看護師が一時
的に保育を行う。

102人日
２か所

102人日

市内２か所で実施しているが、長野地域連携中枢都
市圏内（長野市、須坂市、坂城町、飯綱町）での利用
も可能。
今後、利用しやすい改善を検討しながら利便性の向
上に努める。

・実施か所数：２か所
　（内訳：市委託１、民間１）
・利用者数：91人

引き続き事業を継続するとともに、市報
等で事業内容の周知を図る。

こども未来課

幼稚園以外での預かり保育については、保育所にお
ける一時預かりとファミリー・サポート・センター、トワ
イライトステイ事業により継続して実施する。
保護者に急な用事（仕事・通院・冠婚葬祭・事故）が
生じたときなど一時預かり事業の重要性がさらに高
まることから、提供体制の確保に努める。

一時預かり：17か所
一時預かり：855人日

ファミサポ：276人日

トワイライト：１か所
トワイライト：102人日

【幼稚園以外での預かり保育】 1,233人日

保護者のパートタイムや就労や疾病・出産な
どにより保育が一時的に困難となった乳児ま
たは幼児について、保育所その他の場所にお
いて一時的な預かりを行う。
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⑪ 放課後児童健全育成事業

　【屋代小学校区】
低学年：85人
高学年：15人

２か所

屋代児童センターにて「屋代放課後児童クラブ」を実
施しているが、利用の増加が見込まれるため、令和３
年度を目指して屋代小学校の余裕教室等での利用
を実施していきます。
令和２年度では確保方策の不足が生じますが、指導
員の確保に努め可能な限り対応していく。

【登録児童数】
低学年：64人、高学年：１人
※令和３年度より余裕教室の利用を開
始。

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【東小学校区】
低学年：61人
高学年：11人

１か所

東部児童センターにて「東部放課後児童クラブ」を実
施しているが、利用の増加が見込まれるため、令和５
年度を目指して東小学校の余裕教室等での利用を
実施していく。令和４年度まで確保方策の不足が生じ
ますが、指導員の確保に努め可能な限り対応してい
く。

【登録児童数】
低学年：54人、高学年：３人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【埴生小学校区】
低学年：106人
高学年：　19人

２か所

埴生児童センターにて「埴生放課後児童クラブ」を実
施しているが、利用の増加が見込まれるため、令和２
年度を目指して埴生小学校の余裕教室等での利用
を実施し、指導員の確保に努めていく。

【登録児童数】
低学年：123人、高学年：１人
※令和４年度より余裕教室の利用を開
始。

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【治田小学校区】
低学年：60人
高学年：11人

１か所

稲荷山児童センターにて「稲荷山放課後児童クラブ」
を実施していきますが、利用の増加が見込まれるた
め、令和５年度を目指して治田小学校の余裕教室等
での利用を実施していく。令和４年度まで確保方策の
不足が生じますが、指導員の確保に努める。

【登録児童数】
低学年：80人、高学年：０人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【八幡小学校区】
低学年：49人
高学年：　8人

1か所
継続して、八幡児童センターにて「八幡放課後児童ク
ラブ」を実施していく。

【登録児童数】
低学年：47人、高学年：３人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【戸倉小学校区】
低学年：35人
高学年：　6人

1か所
継続して、戸倉児童センターにて「戸倉放課後児童ク
ラブ」を実施していく。

【登録児童数】
低学年：50人、高学年：３人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【更級小学校区】
低学年：23人
高学年：　4人

1か所
継続して、更級児童センターにて「更級放課後児童ク
ラブ」を実施していく。

【登録児童数】
低学年：31人、高学年：１人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【五加小学校区】
低学年：74人
高学年：13人

1か所

五加児童館にて「五加放課後児童クラブ」を実施して
いく。利用の増加が見込まれるため、令和４年度を目
指して五加小学校の余裕教室等での利用を実施して
いく。
令和３年度まで確保方策の不足が生じるが、指導員
の確保に努め可能な限り対応していく。

【登録児童数】
低学年：66人、高学年：１人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【上山田小学校区】
低学年：53人
高学年：13人

1か所
継続して、上山田小学校内にて「上山田放課後児童
クラブ」を実施していく。

【登録児童数】
低学年：42人、高学年：15人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

　【全市　合計】
低学年：546人
高学年：100人

11か所

小学校区単位の放課後児童クラブにて、課題である
施設の整備と指導員の確保に努めながら、できるだ
け早急にすべての小学校区で高学年の受け入れ対
応をしていく。

【登録児童数】
低学年：557人、高学年：28人

引き続き事業を継続する。 こども未来課

⑫
実費徴収に係る補足給付を行
う事業

世帯所得の状況等を勘案して、保護者が支払
うべき物品の購入に要する費用等の全部また
は一部を助成する。

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴
い、各施設事業者において実費徴収となる副食費に
ついて、低所得世帯を対象に減免となりますが、新
制度に移行していない幼稚園利用者で減免の対象と
なる世帯の子どもについては、この事業で支援を行
う。

・低所得者世帯及び第３子について、副
食費を補助（減免額上限4,500円/月）
・さゆり幼稚園：37人、999,427円
・篠ノ井幼稚園：１人、3,000円

引き続き実施する。 保育課

⑬
多様な主体が本制度に参入す
ることを促進するための事業

特定教育・保育施設等への民間事業者の参
入の促進に関する調査研究その他多様な事
業者の能力を活用した特定教育・保育施設等
の設置または運営を促進する。

本事業により必要に応じて新規参入施設等の事業
者を支援する。また、新規事業者の参入にあたって
は質的な担保も重要であり、質的向上を図る市の対
応も必要になると考える。

令和５年４月１日に認可外保育施設１
園が認定こども園（地方裁量型）として
認可された

特定教育・保育施設等の運営を促進す
る。

保育課

保護者が就労、疾病その他の理由により、昼
間家庭において適切な育成を受けられない児
童を対象に適切な遊びや生活の場を提供し、
健全育成を図る。


